
バリアフリー等住宅改造資金の融資手続の概要 
 

 （    内は申請者の方に行っていただく手続等を示しています。） 

 

 小樽市建築住宅課へ相談（対象者資格、工事内容の確認等） 

 

 利用を希望する取扱金融機関へ相談（返済能力等について事前相談） 

 

 小樽市へ融資あっせんの申請                 小樽市で対象者資格・工事内容を確認  

                                    ↓ 

                     小樽市で現地確認     審査の上、融資のあっせんを決定  

                                    ↓ 

 取扱金融機関へ融資の申込み               小樽市は取扱金融機関へあっせん書を送付  

                                    ↓ 

                           申請者にはあっせんした旨の通知書を送付  

                            ↓ 

 取扱金融機関は融資審査開始  

                            ↓ 

                            取扱金融機関より申込者へ融資決定を通知  

                            ↓ 

                           取扱金融機関より小樽市へ融資決定を通知  

工事着工（融資決定前の着工不可）             

 

 工事完了    小樽市へ工事完了届出書を提出  

 

       小樽市で現地審査     取扱金融機関へ工事完了確認通知書送付  

 

 取扱金融機関にて契約等の手続  

 

                     融資実行（取扱金融機関より指定口座に振込み） 

 

 改造資金の受領    工事代金支払  

 

 元金均等毎月返済（無利子）開始    小樽市により取扱金融機関へ融資に係る利子相当分の支払開始  

 

＜御相談、問合せ先＞ 

小樽市建設部建築住宅課住宅係 建設部庁舎３階  TEL ３２－４１１１ 内線 7354 

FAX ３２－３９６３ 


